
○手続き代行者を選任した場合は、施工業者と市が直接、手続きをします。

【添付書類】
※１　申請書添付書類 ※２　実績報告書添付書類
・管理組合については、管理組合及び当該共同住宅に係る

登記事項証明書（３箇月以内に発行されたもの）並びに議決

書その他の補助対象設備の設置が管理組合の決定による

ことが確認できる書類の写し

・個人、団体又は法人については、当該共同住宅の登記事項

証明書（３箇月以内に発行されたもの）

・建築主については、建築工事請負契約書その他の建築物

の所在地及び建築主が確認できる書類の写し並びに補助

対象設備が後に設立される管理組合により管理されることが

確認できる書類の写し

・市税納付状況確認同意書（第２号様式）

・補助対象事業にかかる工事請負契約書の写し

・補助対象事業にかかる費用の内訳書

・設置場所の現況写真

・補助対象設備を構成する機器の型式、規格等が確認で

 きる仕様書

（注１）着手日の１４日前までに申請がない場合は、補助の対象になりません。

・補助対象設備の設置に係る領収書その他支払を証する書類の写し

・補助対象設備の設置状況が確認できる写真

・収支予算書（第３号様式

・設置予定の補助対象設備配置図

 令和8度座間市共同住宅用太陽光発電システム導入支援補助金
　　　　　交付手続きの流れ

・電力会社との電力需給契約の有無を証する書類の写し（内容が確認できるものに限る。）

・設置場所を示す地図

申請者 施工業者 市

工 事 契 約 の 締 結

①補助金申請 申請書（第1号様式）
添付書類 ※１

④決定通知書
⑤工事着手

③交付決定

工事着手日の１４日前
までに申請（注１）

⑥工事完成
次のすべての条件を満たした日を完成日とします。（完成期限 令和９年３月３１日（水）まで）
①申請した設備の設置工事の完了日
②設置費用の支払いの完了日

⑦実績報告書 ⑧書類審査
実績報告書
（第７号様式）
添付書類 ※２

事業完了後速やかに提出
※提出期限を過ぎた場合は、補助の対象になりません。

⑨交付額確定

⑪請求書

設置工事は④決定
通知書を受領後に
着手してください。

⑩交付額
確定通知書

⑫支払手続

⑬補助金受取

請求書（第８号様式）

②受付・審査

お問い合わせ先

座間市 ゼロカーボン推進課 温暖化対策係

☎０４６－２５２－７６７５


